
 

 

 

 

 

 

選挙管理委員会議案 
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上 三 川 町  
 



 

会 議 次 第  
 

 平成３１年４月７日 午前９時３０分  

上三川町役場２階 応接室  

 

１ 開会 

 

 

２ 挨拶  

 

 

３ 議事  

議案第１号 上三川町長選挙における各投票区の投票所の場所について  

議案第２号 上三川町長選挙における期日前投票所の投票所の場所について  

議案第３号 上三川町長選挙における選挙長及びその職務代理者の住所及び

氏名について  

議案第４号 上三川町長選挙における選挙立会人のくじを行う場所及び日時

について  

議案第５号 上三川町長選挙における選挙会の場所及び日時並びに開票の事

務と併せて行うかどうかについて  

議案第６号 上三川町長選挙における候補者の氏名等の掲示の掲載の順序の

くじを行う場所及び日時について  

議案第７号 上三川町長選挙におけるポスター掲示場にポスターを掲示でき

る期日について  

議案第８号 上三川町長選挙における任意制選挙公報掲載文の掲載順序を定

めるくじを行う場所及び日時について  

議案第９号 上三川町長選挙における不在者投票に関する委員会の定める日

について  



 

   議案第１０号 上三川町長選挙における選挙運動に関する収支及び支出の報

告書要旨の公表方法について  

議案第１１号 上三川町長選挙における投票所の投票立会人について  

議案第１２号 上三川土地改良区総代選挙の選挙の期日等について  

議案第１３号 上三川土地改良区総代選挙の各選挙区の選挙長及びその職務

を代理すべき者の選任について  

議案第１４号 上三川土地改良区総代選挙の各選挙区の選挙立会人の選任に

ついて  

議案第１５号 上三川土地改良区総代選挙の投票用紙の様式について  

 

 

４ その他  

 

 

５ 閉会  
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議案第１号 

上三川町長選挙における各投票区の投票所の場所について 

平成３１年４月２１日執行の上三川町長選挙について、各投票区の投票所を次の

場所に設けるものとする。 

平成３１年４月７日提出 

 

上三川町選挙管理委員会委員長 森野利男 

 

投 票 区 名 投 票 所 名 所     在 

第１投票区 本郷小学校体育館 
上三川町大字東蓼沼２５

１番地 

第２投票区 本郷北コミュニティセンターホール
上三川町大字西汗１５２

８番地１ 

第３投票区 坂上小学校体育館 
上三川町大字坂上６２８

番地 

第４投票区 中央公民館大ホール 
上三川町大字上三川３９

７０番地 

第５投票区 上三川町役場町民ホール 
上三川町しらさぎ一丁目

１番地 

第６投票区 上三川小学校体育館 
上三川町大字上三川４５

９４番地 

第７投票区 明治南小学校体育館 
上三川町大字多功１４１

２番地 

第８投票区 明治コミュニティセンターホール 
上三川町大字大山５５８

番地１ 

第９投票区 北小学校体育館 
上三川町大字上蒲生１７

２５番地 
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議案第２号 

上三川町長選挙における期日前投票所の投票所の場所について 

平成３１年４月２１日執行の上三川町長選挙について、期日前投票所を上三川町

しらさぎ一丁目１番地上三川町役場町民ホールに設けるものとする。 

平成３１年４月７日提出 

 

上三川町選挙管理委員会委員長 森野利男 
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議案第３号 

上三川町長選挙における選挙長及びその職務代理者の住所及び氏名

について 

平成３１年４月２１日に行う上三川町長選挙について、公職選挙法（昭和２５年

法律第１００号）第６１条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）

第６７条第１項の規定により、選挙長及びその職務を代理すべき者を次のとおり選

任するものとする。 

平成３１年４月７日提出 

 

上三川町選挙管理委員会委員長 森野利男 

 

選    挙    長 選挙長の職務を代理すべき者 

住     所 氏    名 住     所 氏    名 
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議案第４号 

上三川町長選挙における選挙立会人のくじを行う場所及び日時につ

いて 

平成３１年４月２１日に行う上三川町長選挙における選挙立会人のくじは、次に

より行う。 

平成３１年４月７日提出 

 

上三川町選挙管理委員会委員長 森野利男 

 

１ 場所 上三川町しらさぎ一丁目１番地 上三川町役場 

２ 日時 平成３１年４月１８日 午後５時３０分 
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議案第５号 

上三川町長選挙における選挙会の場所及び日時並びに開票の事務と

併せて行うかどうかについて 

平成３１年４月２１日に行う上三川町長選挙の選挙会は、開票の事務と併せて次

により行う。 

平成３１年４月７日提出 

 

上三川町選挙管理委員会委員長 森野利男 

 

１ 場所 上三川町大字上三川４２７０番地 上三川町体育センター 

２ 日時 平成３１年４月２１日 午後９時 
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議案第６号 

上三川町長選挙における候補者の氏名等の掲示の掲載の順序のくじ

を行う場所及び日時について 

平成３１年４月２１日に行われる上三川町長選挙における公職選挙法（昭和２５

年法律第１００号）第１７５条第３項本文の規定による掲示の掲載の順序を定める

くじを行う場所及び日時を栃木県選挙等執行規程（昭和２５年栃木県選挙管理委員

会告示第９号）第３６条の２第２項の規定により次のように定める。 

平成３１年４月７日提出 

 

上三川町選挙管理委員会委員長 森野利男 

 

掲示の掲載の順序を定めるくじを行う場所及び日時 

場所 上三川町しらさぎ一丁目１番地 上三川町役場 

日時 平成３１年４月１６日 午後５時４５分 
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議案第７号 

上三川町長選挙におけるポスター掲示場にポスターを掲示できる期

日について 

平成３１年４月２１日に行う上三川町長選挙において、上三川町の議会の議員及

び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例（昭和５８年上三川町条例

第２０号）第１条第１項の規定によるポスター掲示場には、平成３１年４月１６日

から公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１４３条第１項第５号のポスター

を掲示することができる。 

平成３１年４月７日提出 

 

上三川町選挙管理委員会委員長 森野利男 
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議案第８号 

上三川町長選挙における任意制選挙公報掲載文の掲載順序を定める

くじを行う場所及び日時について 

平成３１年４月２１日執行の上三川町長選挙における各候補者の選挙公報掲載文

の掲載順序を定めるくじは、次により行う。 

平成３１年４月７日提出 

 

上三川町選挙管理委員会委員長 森野利男 

 

１ 場所 上三川町しらさぎ一丁目１番地 上三川町役場 

２ 日時 平成３１年４月１６日 午後５時３０分 
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議案第９号 

上三川町長選挙における不在者投票に関する委員会の定める日につ

いて 

公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第５３条第１項及び第５９条の４

第３項に規定する市町村の選挙管理委員会の定める日は、平成３１年４月２１日執

行の上三川町長選挙については、選挙の期日の告示の日の前日とする。 

平成３１年４月７日提出 

 

上三川町選挙管理委員会委員長 森野利男 
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議案第１０号 

上三川町長選挙における選挙運動に関する収入及び支出の報告書要

旨の公表方法について 

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１９２条第２項の規定による選挙運

動に関する収入及び支出の報告書要旨の公表方法については、告示をもって公表す

る。 

平成３１年４月７日提出 

 

上三川町選挙管理委員会委員長 森野利男 
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議案第１１号 

上三川町長選挙における投票所の投票立会人について 

平成３１年４月２１日執行の上三川町長選挙について、各投票区の投票立会人を

次のとおり選任するものとする。 

平成３１年４月７日提出 

 

上三川町選挙管理委員会委員長 森野利男 

 

投 票 区  選 任 月 日  住 所  生 年 月 日  党 派  氏 名  

第 １  
投 票 区  

4 月 7 日      

4 月 7 日      

4 月 7 日      

4 月 7 日      

第 ２  
投 票 区  

4 月 7 日      

4 月 7 日      

4 月 7 日      

4 月 7 日      

第 ３  
投 票 区  

4 月 7 日      

4 月 7 日      

4 月 7 日      

4 月 7 日      

4 月 7 日      

第 ４  
投 票 区  

4 月 7 日      

4 月 7 日      

4 月 7 日      

4 月 7 日      

4 月 7 日      

第 ５  
投 票 区  

4 月 7 日      

4 月 7 日      

4 月 7 日      

第 ６  
投 票 区  

4 月 7 日      

4 月 7 日      

4 月 7 日      

第 ７  
投 票 区  

4 月 7 日      

4 月 7 日      

4 月 7 日      

4 月 7 日      

第 ８  
投 票 区  

4 月 7 日      

4 月 7 日      

4 月 7 日      

4 月 7 日      

第 ９  
投 票 区  

4 月 7 日      

4 月 7 日      

4 月 7 日      

4 月 7 日      

4 月 7 日      
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議案第１２号  

上三川町土地改良区総代選挙の選挙の期日等について 

上三川町土地改良区の総代は、平成３１年５月２６日に任期が満了するので、土

地改良法施行令第６条第１項の規定により、上三川町土地改良区の総代の一般選挙

を次により行う。 

平成３１年４月７日提出 

 

上三川町選挙管理委員会委員長 森野利男 

 

１ 選 挙 の 期 日 平成３１年５月１７日 

２ 投 票 時 間 午前９時から午後３時 

３ 選挙すべき総代の数 ９０人 

４ 選 挙 区 第１選挙区 ４４人 

第２選挙区 ２６人 

第３選挙区 １５人 

第４選挙区  ５人 
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議案第１３号 

上三川町土地改良区総代選挙の各選挙区の選挙長及びその職務を代

理すべき者の選任について 

平成３１年５月１７日に行う上三川町土地改良区総代選挙について、土地改良法

施行令第８条第１項及び同条第３項の規定により、選挙長及びその職務を代理すべ

き者を次のように選任するものとする。 

平成３１年４月７日提出 

 

上三川町選挙管理委員会委員長 森野利男 

 

選挙区名 

選   挙   長 選挙長の職務を代理すべき者 

住  所 氏  名 住  所 氏  名 

第１選挙区     

第２選挙区     

第３選挙区     

第４選挙区     
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議案第１４号 

上三川町土地改良区総代選挙の各選挙区の選挙立会人の選任につい

て 

平成３１年５月１７日に行う上三川町土地改良区総代選挙につき、各選挙区の選

挙立会人を次のとおり選任するものとする。 

平成３１年４月７日提出 

 

上三川町選挙管理委員会委員長 森野利男 

選挙区 住        所 氏     名 

第１選挙区 

  

  

  

第２選挙区 

  

  

  

第３選挙区 

  

  

  

第４選挙区 
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議案第１５号 

上三川町土地改良区総代選挙の投票用紙の様式について 

土地改良法施行令第１１条第１項の規定により上三川町土地改良区総代選挙の投

票用紙の様式を次のように定める。 

平成３１年４月７日提出 

 

上三川町選挙管理委員会委員長 森野利男 
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